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水道・下水道
【届け出が必要なとき】
問 水道部お客様サービスセンター
　☎ 35-4718

▶引っ越しをする
▶一時、水道を止める
▶水道の使用者が変わる
▶ 家の取り壊しなどで水道を撤去する
▶ 用途が変わった（家事用・業務用な

ど）
【給水装置 排水設備の新設や変更のとき】
問  水道部お客様サービスセンター
　☎ 35-4729

　工事は、指定工事業者（下記参照）
でなければできません。新設・布設替
工事のときは、指定工事業者とよく相
談し、工事申請書を市に提出してくだ
さい。申請受付時に内容を審査し、工
事内容により、水道加入金と審査およ
び検査手数料を納めていただきます。

【水洗トイレについて】
問  水道部お客様サービスセンター
　☎ 35-4729

▶水洗トイレを新設するとき
　水洗トイレなどの工事は、指定工事
業者（下記参照）でなければできませ
ん。新設・改造工事のときは、指定工

住まいと暮らし住まいと暮らし

事業者名 所在地 電話番号 事業者名 所在地 電話番号
日管建設㈱ 7 西 11 22-3594 ㈱ Jusetu 金子町 15 23-0169
瓜生設備工業㈱ 8 東 6 22-2854 ㈱ソウシン 南町４-1 22-1702
共進工業㈱ 4 東 12 22-0336 ＲＫ設備 ※ 2 西 15 24-9755
北海管工㈱ 7 西 15 22-1369 ㈱ヨコタ設備 北 2 西 14 24-6894
㈲サークル暖房 7 西 11 22-1294 ながい設備工事店 ※ 北 1 西 16 25-9102
道央興産㈱ 日の出北 1 24-0077 ㈱くりねん 栗沢町本町 83 45-2358
㈱空知総合企画 東町 666 25-7683 ㈲石川衛生工業 北村中央 3 56-2781
㈱朝日住設 南町 5-2 23-8173 ㈱ TOSEI 栗沢町自協 373 45-2545
㈲若浦 美園 5-3 24-2023 まこと設備工業㈱ 緑が丘 3 31-5297
㈲北成工業 上志文町 303 33-2005 ㈱サンセイ設備 北本町東 9 24-5030
㈱クリーンシステム 大和 3-4 25-7505 ㈱岩水 3 西 9 51-4471
㈱オーツカ 6 東 10 22-5377 ㈱丸健ホームサービス 7 西 17 24-6141
岩見沢管工事業協同組合 ※ 12 東 1 24-8897 ㈲テクノ冷暖 ※ 大和 3-7 20-1100
㈱いわせき ※ 5 東 1 22-5000 ㈲ムラタデンキ 大和 3-6 23-0290
㈱三雄建販 岡山町 335 24-4390 ホクシンメンテ㈱ ※ 志文本町 2-5 24-8844
㈲ライフ・ウォーター 日の出台 3 090-2813-2094 ㈲道央ボイラーサービス ※ 大和 3-7 24-6777
　※印は、水道工事のみの業者です。市外の指定工事業者は、お問い合わせいただくか市ホームページをご覧
ください。

指定水道・下水道工事業者一覧 　岩見沢市指定給水装置・排水設備工事業者（令和 6 年 1 月 4 日現在）
　問 水道部お客様サービスセンター　☎ 35-4718

事業者とよく相談し、排水設備工事申
請書を市に提出してください。
▶トイレの水洗化にご協力を
　下水道管が埋設された区域（下水道
処理区域）に住んでいる方は、速やか
にその土地の下水を公共下水道に流入
させるために必要な排水設備を設置し
なければなりません。
　また、公示された日から 3 年以内
に汲み取りを水洗化しなければなりま
せん。
　なお、雨水と汚水の合流区域（1 条
東 11 丁目〜 9 条西 12 丁目の利根別
川以北および元町の一部区域）以外の
方は、雨水を汚水管に接続できません。

水道料金・下水道使用料
問 水道部お客様サービスセンター
　☎ 35-4718

　水道料金は、水道メーターを検針し、
2 カ月ごとに請求しますので、納期内
に納めてください。
　下水道使用料は、水道料金と合わせ
て納めてください。

【支払い方法】
　水道メーターの検針の翌月に、納入
通知書を郵送します。記載されている

納入期限までに、納入通知書を持って
お近くの取扱金融機関、コンビニエン
スストア、または市役所窓口で納めて
ください。

【便利な口座振替の利用を】
　市内の金融機関の預金口座があれ
ば、その口座から定期的に支払うこと
ができます。
　銀行印と納入通知書を持参し、市役
所または市内の各金融機関でお申し込
みください。

【納付相談】
　収入の減少などで納付にお困りの方
は、早めに相談してください。
　定期的に休日相談窓口を開設してい
ます。日程などは、広報いわみざわな
どでお知らせします。

ID：3583

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/gyomuka/shitsumon/1/3583.html
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漏水・凍結
【漏水を見つけたときは】
▶路上・空き地・空き家の場合
　⇨水道部お客様サービスセンターへ
　　☎ 35-4729
▶ 宅地内の場合⇨指定工事業者（前

ページ参照）に修理を依頼し、早期
に修理してください

※ 漏水発生の原因により、水道料金や
下水道使用料が軽減される場合があ
ります。

【凍結を防ぐ】
▶ 冬が来る前に自宅の水抜き栓（不凍

栓）が正常に動くかテストする
▶冬期間は床下の換気口を閉める
▶ テレビなどで〝凍結注意〟と報じら

れたときは特に気を付ける
【凍結してしまったら】
　軽い凍結の場合は、露出している管
にタオルなどを巻き付けて、ぬるま湯
をかけることで水が出る場合がありま
す。それでも水が出ない場合は、市が
指定した工事業者（前ページ参照）に
ご連絡ください。

　なお、凍結修理などの費用は自己負
担となりますので、修理を行う際、見
積もりを依頼するなどして、事前にご
確認ください。
※ 別途、見積・出張費用が掛かる場合

があります。

税について
【主な市税の問合先】
▶個人市民税・法人市民税
　⇨税務課市民税係
　　☎ 35-4031
▶固定資産税・都市計画税・軽自動車

税 種別割
　⇨税務課資産税係
　　☎ 35-4032

【納付方法】
問 税務課納税係　☎ 35-4036
　市税は、納付書に記載している市の
指定金融機関および収納代理金融機
関、コンビニエンスストアで納付でき
ます。また、インターネットからクレ
ジットカードによる納付、固定資産税
と軽自動車税は地方税統一 QR コー
ドを利用したスマートフォンによる
キャッシュレス決済もできます。いず
れも、納期内に納めてください。

【便利な口座振替の利用を】
問 税務課納税係　☎ 35-4036
　個人市民税や固定資産税、軽自動車
税の納入には、口座振替をぜひご利用
ください。
　希望する方は、預金通帳に使用して
いる印鑑を持参し、市役所または市内
の各金融機関でお申し込みください。

【納税相談】
問 税務課納税係　☎ 35-4036
　収入の減少などで納付にお困りの方
は、早めにご相談ください。
　定期的に夜間・休日相談窓口を開設
しています。日程などは、広報いわみ
ざわなどでお知らせします。

ごみ・リサイクル
問 廃棄物対策課　☎ 35-4395
　燃やせるごみ、燃やせないごみ、大
型ごみは有料で、びん、缶、ペットボ
トル、紙類、危険ごみ、プラスチック
製容器包装は無料で回収しています。

　ごみと資源の分け方や出し方、
手数料など、詳しくは〝家庭ごみ
の分別ガイドブック〟または市ホー
ムページをご覧ください。

ID：4691

【ごみの自己搬入】
　ごみを処理施設に有料で運び入れる
ことができます。
受 入施設　 いわみざわ環境クリーンプ

ラザ　いわ☆ぴか
　　　　　（東山町 297）
　　　　　☎ 20-0530
受 入時間　 １月１日を除く月曜から土

曜日（祝日含む）の午前９
時から午後５時

料 金　 10 キログラムにつき 100
円

いわみざわ環境クリーンプラザいわみざわ環境クリーンプラザ
いわ☆ぴかいわ☆ぴか

【クリーンエコ】
問  ごみ・環境総合案内所クリーンエ

コ（3 西 4　第 2 ポルタビル 1 階）
　 ☎ 31-1153
　ごみの分別や減量化、環境に関する
情報発信、啓発の拠点施設です。資源
物の回収や分別の相談を受け付けてい
ますので、お気軽にお立ち寄りくださ
い。
開 所 日　 火曜〜日曜日（祝日、年末

年始を除く）
開所時間　午前 10 時〜午後 5 時

クリーンエコクリーンエコ

し尿の汲み取り
問 廃棄物対策課　☎ 35-4395
　お住まいの地域の担当業者へ直接申
し込んでください。
※ 担当地域、担当業者は、お問い合わ

せください。

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/lifescene/gomidashi/gomidashi_search/index.html
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公営住宅
【市営住宅】
問 建築課住宅管理係　☎ 35-4690
　空き家の市営住宅への入居者を募集
期間を定め、年４回程度募集します。
募集時期など、詳しくは広報いわみざ
わでお知らせします。

【北村勤労者住宅】
問 建築課住宅管理係　☎ 35-4690
　入居募集は随時行っています。入居
資格や空き状況など、詳しくはお問い
合わせください。

【道営住宅】
問  指定管理者　㈱セキュメント（有

明町南１）　☎ 25-4785
　入居資格、申込案内など、詳しくは
お問い合わせください。

空き家とあき地
【空き家の管理】
問 市民連携室市民連携係
　☎ 35-4267

　市民の安全と生活環境を保全するた
め、管理不全な空き家の所有者に助言
や指導を行っています。

【不良空家除却補助】
問 市民連携室市民連携係
　☎ 35-4267

　危険で周囲の環境に悪影響を与える
不良空家の除却工事にかかる費用の一
部を補助しています。

【あき地の管理】
問 環境保全課　☎ 35-4387
　健康で住みよい生活環境をつくるた
め、あき地の所有者に適正な管理と環
境の保全をお願いしています。
　草木が茂る時期になると、病害虫が
発生しやすくなりますので、早めに草
刈りなどの環境整備にご協力くださ
い。

道路のこと・冬のくらし
【道路の補修・除排雪】
問 土木課道路整備係　☎ 35-4618
　 土木課道路維持係　☎ 35-4620
　市道の補修や整備、または除排雪の
ご意見などご連絡ください。
　冬期間の通勤・通学や経済活動を維

持するために除排雪作業を行いますの
で、次のことにご留意ください。
▶ 除排雪作業の支障となるので、路上

駐車はしない（違法駐車の車は、強
制撤去する場合があります）

▶道路に雪を出さない
▶消火栓付近には雪を積み上げない

　毎年 11 月に除排雪対策本部を設
置し、迅速な対応に努めています。

☎ 22-8400
24時間受付（11月中旬～3月下旬）

【守ってほしいルール・マナー】
　冬を安全で快適に過ごすため、
皆さんに守ってほしいルールやマ
ナーがあります。また、冬の暮ら
しや雪に関する情報をいろいろな
手段で発信しています。詳しくは

〝冬のくらしガイドブック〟をご覧
ください。

ID：3299

火災と救急
問 消防署（8 東 10）　☎ 22-4380

【消火器の設置】
　一般家庭には法的な設置義務はあり
ませんが、いざというときのために消
火器の備えをお勧めします。消火器の
使用方法は、本体に表示されています
ので、日ごろから確認しておきましょ
う。

【住宅用火災警報器の設置】
　住宅には住宅用火災警報器設置が義
務付けられています。設置後は届け出
が必要です。
設置場所
▶寝室として使用する部屋
▶  2 階に寝室として使用する部屋が

ある場合には、階段
【救急車の利用】
　救急車は、急病やケガなどにより自
分で病院に行けない方のためにありま

す。タクシー代わりや夜間に病院を探
すのが面倒などの理由により要請する
ものではありません。
　そのような要請のために、本当に必
要な方へ救急車を手配できないことが
あります。救急車の適正な運用のため、
皆さんのご協力をお願いします。

防災
問 防災対策室防災対策係
　☎ 35-4823

　万が一の災害に備え、洪水ハザー
ドマップで水害時に浸水する地域
や最寄りの避難所を確認してくだ
さい。また、非常持ち出し品の紹
介やペット避難の方法、情報入手
手段なども掲載していますので、
併せて確認してください。

ID：2671

【岩見沢市メールサービス】
　登録制のメールサービスで、災害に
関する情報や犯罪警戒情報、休日当番
医、除排雪の情報などを配信していま
す。メールサービスに登録して、情報
をいち早く入手しましょう。
※ メールサービスにかかる通信料は自

己負担。
登録方法
　下記二次元バーコードを読み取る
か、携帯電話、スマートフォン、パ
ソ コ ン か ら［kara-mail@mail.bousai-
iwamizawa.jp］にメール（件名、本文
に〝あ〟を入力）を送信してください。
　すぐに仮登録完了メールが届きます
ので、本文のリンク先にアクセスし、
案内に従って本登録してください。
※登録できない場合は

お問い合わせくださ
い。

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/johaisetsutaisakuhombu/seisaku_keikaku/1/1/1/3299.html
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/bosaitaisakushitsu/anshin_anzen/1/1/2671.html
mailto:kara-mail%40mail.bousai-iwamizawa.jp?subject=%E3%81%82
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【災害を受けたときの見舞金】
問 福祉課総務係　☎ 35-4107
　火災や風水害で被災した方に、見舞
金をお渡ししています。この他、日本
赤十字社からの日用品の援助もありま
す。詳しくはお問い合わせください。

町会・自治会
問 市民連携室市民連携係
　☎ 35-4267

　町会・自治会は、私たちが暮らして
いくために欠かせない、生活の支えに
なる大切な組織です。
　福祉、スポーツ、レクリエ―ション
活動、防災・防犯活動、交通安全、高
齢者との交流会・敬老会など、さまざ
まな地域コミュニティ活動や、街路灯

（防犯灯）の設置や維持、公園の管理、
ごみステーションやリサイクルステー
ションの設置・清掃など、住みよい地
域づくりのための活動を行っていま
す。
　少子高齢化が進む中、生活に密着し
たさまざまな活動は行政や家族だけで
はなく、地域での取り組みが欠かせま
せん。市民の皆さんが安心して生活で
きる地域にするため、町会・自治会へ
の加入をお勧めします。
　なお、お住まいの場所の町会・自
治会が分からない場合は、
公開型 GIS いわまっぷを
ご覧になるか、お問い合
わせください。

ペット
【犬や猫の飼育】
問 環境保全課　☎ 35-4387
　犬を飼うときは、生涯 1 回の登録
をし、毎年狂犬病予防注射を受けさせ
なければなりません。
　また犬を散歩させるときは、必ず
リード（引き綱）をつけ、ふん・尿を
片付ける道具を携帯し、ふんは必ず持
ち帰り自宅で処理してください。
　猫を飼うときは、病気の感染や不慮
の事故から守るためにも、屋外に放さ
ず、室内で飼うようにしましょう。
　飼い主や住所などが変わった際、マ
イクロチップが装着されている犬・猫

は日本獣医師会のマイクロチップ登録
申請システムで、装着されていない犬
は市に情報変更手続きを行ってくださ
い。装着されていない猫は手続き不要
です。
　犬や猫などのペットは、健康や安全
に気を配り、最期まで責任を持って飼
いましょう。

トラブル・交通安全
【消費者センター】
　悪質商法や訪問販売、通信販売など
さまざまな消費者トラブルに関する相
談や苦情を受け付けています。
　消費生活に関するトラブルに対し、
できるだけ自分で解決できるようアド
バイスしたり、必要に応じて事業者と
のあっせんをしたりします。
所 在 地　 4 西 3　であえーる岩見沢

4 階
電話番号　23-7987

【交通安全】
問 市民連携室市民相談・交通防犯係
　☎ 35-4269

　岩見沢市から悲惨な交通事故をなく
し、〝安全で、安心できる〟市民生活
を確保するため、春・夏・秋・冬の季
節ごとに重点目標を定め、市民総ぐる
みで旗の波街頭啓発、市民の集いなど
を行い交通安全運動を実施していま
す。

パートナーシップ宣誓制度
問 市民連携室男女共同参画担当
　☎ 35-4271

　一方または双方が性的マイノリティ
である二人が、互いを人生のパート
ナーとして、日常生活で支え協力し合
う関係であることを市に宣誓した事実
に対して、市が〝パートナーシップ宣
誓書受領証〟などを交付する制度です。
　この制度に法的な効力はありません
が、当事者の安心感や性の多様性への
社会的な理解が促進されることを目指
すものであり、宣誓することにより利
用可能となる行政サービスがありま
す。また、自治体間連携を行っている
市町村との間で転入・転出する場合は、
新たに宣誓することなく宣誓書受領証

などを継続して利用することができま
す。
　宣誓手続きは事前予約制です。予約
方法や必要書類など、詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

ID：10342

https://www2.wagmap.jp/iwamizawa/Agreement?IsPost=False&MapId=2&RequestPage=%2fiwamizawa%2fPositionSelect%3fmid%3d2
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/shiminrenkeishitsu/shiminkatsudo_community/3/seinotayousei/10342.html

